
相続の基本的な流れ

相続の開始
（被相続人の死亡）

遺言書・法定相続人・受遺者
・遺言執行者の確認

遺言書の検認

３か月以内

葬儀
死亡届の提出（7日以内）

初七日・四十九日
忌日法要・納骨

戸籍の収集・
法定相続情報の作成

相続財産の概算把握
・財産目録の作成

相続の放棄・
限定承認

(家庭裁判所）

４か月以内
所得税等の
準確定申告

個人事業をおこなっていた方
毎年、確定申告をおこなっていた方等

(税務署）

10か月以内

遺言書による相続 遺言執行 預貯金・有価証券の
解約・払戻・名義変更

自動車の名義変更

死亡保険金の請求等

不動産(土地・建物）の
相続登記

相続税の申告・納税
延納・物納の申請

遺産分割協議 協議成立 遺産分割協議書

協議不成立
調停　調書・審判書
(家庭裁判所・弁護士）

(金融機関・運輸支局・保険会社） （法務局） (税務署）

（令和４年10月現在）

全国相続協会　相続支援センター
名古屋市熱田区一番相続相談室
円満相続遺言支援士　山崎義満　
名古屋市熱田区一番二丁目３５－２
お問い合わせ先　052-888-2726


